
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号
）による費用の負担又は療養費の支給に関する事務で主務省令で定めるものに準ずる
肝炎の医療費助成に係る事務であって規則で定めるもの（肝炎治療特別促進事業）

委員会規則第３条第１項に基づく届出書

1.執行機関の別 都道府県知事・市区町村等

2.都道府県名 福島県

3.市区町村名 福島県

4.届出番号 1

5.独自利用事務の事例番

号

97-1 : 肝炎・結核等の感染症の医療費助成に関する事務

1.準ずる法定事務の名称と趣旨又は目的の内容等

(1)法定事務 (2)独自利用事務

①事務の名称

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務であ

って主務省令で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成十年法律第百十四号）による費用の負担又は療

養費の支給に関する事務で主務省令で定めるものに準ず

る肝炎の医療費助成に係る事務であって規則で定めるも

の（肝炎治療特別促進事業）

②番号法別表第１の項 70

③番号法別表第２の項 97

④番号法第９条第２項に

基づき定める条例の名称

及び①の該当部分

福島県行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律施行条例別表第一 第一の項

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成十年法律第百十四号）による費用の負担又は療

養費の支給に関する事務で主務省令で定めるものに準ず

る肝炎の医療費助成に係る事務であって規則で定めるも

の（肝炎治療特別促進事業）

⑤事務の趣旨又は目的が

規定されている箇所

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律（平成十年十月二日法律第百十四号）第一条

福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第１



⑥事務の趣旨又は目的

第一条

この法律は、感染症の予防及び感染症の（患者）に対す

る医療に関し必要な措置を定めることにより、（感染症

の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって

公衆衛生の向上及び増進を図ること）を目的とする。

国内最大級の感染症であるＢ型ウイルス性肝炎及びＣ型

ウイルス性肝炎は、抗ウイルス治療（インターフェロン

治療、インターフェロンフリー治療及び核酸アナログ製

剤治療）によって、その後の肝硬変、肝がんといった重

篤な病態を防ぐことが可能な疾患である。しかしながら

、この抗ウイルス治療については月額の医療費が高額と

なること、又は長期間に及ぶ治療によって累積の医療費

が高額となることから、早期治療の促進のため、この抗

ウイルス治療に係る医療費を助成し、（患者）の医療機

関へのアクセスを改善することにより、将来の（肝硬変

、肝がんの予防及び肝炎ウイルスの感染防止）、ひいて

は県民の（健康の保持、増進を図ること）を目的とする

。

⑦独自利用事務の関連規

範

福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱

2.準ずる法定事務の具体的な事務内容と提供を求める特定個人情報等

事務1

(1)法定事務 (2)独自利用事務

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項1号 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

事務の内容

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十七条第一項、第四十四条の三の二第一項又は第

五十条の三第一項の費用負担の申請に係る事実について

の審査に関する事務

福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱（以下「実施要綱

」という。）第9の規定に基づく受給者証の交付申請、実

施要綱第12の規定に基づく受給者証の更新申請、実施要

綱第16及び17の規定に基づく受給者証の記載事項変更の

申請に係る事実についての審査に関する事務

特定個人情報1

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項1号ﾛ 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者 市町村長 市町村長

③提供を求める特定個人

情報

市町村民税に関する情報 市町村民税に関する情報

特定個人情報2

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項1号ﾊ 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者 市町村長 市町村長

③提供を求める特定個人

情報

住民票に記載された住民票関係情報 住民票に記載された住民票関係情報



2.準ずる法定事務の具体的な事務内容と提供を求める特定個人情報等

事務2

(1)法定事務 (2)独自利用事務

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

事務の内容

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項（同法第四十四条の三の二第二項に

おいて準用する場合を含む。）の同法第三十七条第一項

、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項

の規定による費用の調整に関する事務

福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱（以下「実施要綱

」という。）第9の規定に基づく受給者証の交付申請、実

施要綱第12の規定に基づく受給者証の更新申請、実施要

綱第16及び17の規定に基づく受給者証の記載事項変更の

申請に係る費用の調整に関する事務

特定個人情報1

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ1 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

健康保険法による保険給付の支給に関する情報 健康保険法による保険給付の支給に関する情報

特定個人情報2

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ2 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

船員保険法による保険給付の支給に関する情報 船員保険法による保険給付の支給に関する情報

特定個人情報3

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ3 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情

報

私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情

報



特定個人情報4

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ4 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情

報

国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情

報

特定個人情報5

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ5 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

特定個人情報6

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ6 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する

情報

地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する

情報

特定個人情報7

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ﾛ 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第9、12、16、17

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給

に関する情報

高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給

に関する情報

2.準ずる法定事務の具体的な事務内容と提供を求める特定個人情報等



事務3

(1)法定事務 (2)独自利用事務

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

事務の内容

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項（同法第四十四条の三の二第二項に

おいて準用する場合を含む。）の同法第三十七条第一項

、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項

の規定による費用の調整に関する事務

福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21の規定に基づ

く医療費助成償還払い請求書の受理、当該請求に係る事

実についての審査又は費用の調整に関する事務

特定個人情報1

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ1 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

健康保険法による保険給付の支給に関する情報 健康保険法による保険給付の支給に関する情報

特定個人情報2

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ2 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

船員保険法による保険給付の支給に関する情報 船員保険法による保険給付の支給に関する情報

特定個人情報3

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ3 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情

報

私立学校教職員共済法による保険給付の支給に関する情

報



特定個人情報4

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ4 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情

報

国家公務員共済組合法による保険給付の支給に関する情

報

特定個人情報5

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ5 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報 国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

特定個人情報6

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ｲ6 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

③提供を求める特定個人

情報

地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する

情報

地方公務員等共済組合法による保険給付の支給に関する

情報

特定個人情報7

①根拠規定 番号法別表第二主務省令49条 項2号ﾛ 福島県肝炎治療特別促進事業実施要綱第21

②情報提供者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律第三十九条第一項に規定する他の法律による医療に関

する給付の支給を行うこととされている者

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
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感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する事務で主務省令で定

めるものに準ずる肝炎の医療費助成に係る事務
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